
四條畷市技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針 

平成 20年 3月策定 
１ 現状 
（１）職種ごとの人数・平均給与・平均年齢等のデータと民間従業員との比較 
 

 四條畷市 民間（大阪府平均） 参考 

 平均年齢 
歳 

平均給料 
月額 
千円 

平均給与 
月額 
千円（A） 

対応する 
民間職種 

平均年齢 平 均 給

与月額 
千円（B） 

A/B 

学校給食員  41.3 320.1 356.9 調理師 43.1 260.5 1.37 
保育所調理員 51.0 366.2 391.5 調理師 43.1 260.5 1.50 
学校校務員 53.7 390.3 414.5 用務員 53.9 227.2 1.82 
用務員 45.2 343.0 378.1 用務員 53.9 227.2 1.66 
自動車運転手 ＊ ＊ ＊ 自家用乗

用車運転

者 

54.6 349.6 ＊ 

電話交換手 ＊ ＊ ＊ 内線電話

交換手 
42.0 294.0 ＊ 

※ 個人情報保護の観点から対象となる職員数が1人又は2人の場合は個人情報が特定され
るため、平均年齢、平均給料月額、平均給与月額の欄を表示していません。 

※ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。 
（平成 16年～平成 18年の 3ヵ年平均） 

 
 
（２）職種ごとの年齢別人数のデータ 

職

種 
年齢 

学校 
給食員

保育所 
調理員 

学校 
校務員

用務員
自動車

運転手

電話 
交換手 

合計 

25～29 2 0 1 2 0 0 5 
30～34 1 0 0 0 0 0 1 
35～39 0 1 0 2 0 0 3 
40～44 2 1 1 3 0 0 7 
45～49 2 2 2 6 0 0 12 
50～54 2 4 0 3 0 0 9 
55～59 0 3 10 1 1 1 16 
合計 9 11 14 17 1 1 53 
 
 



（３）その他給与に関する事項（給料表、手当） 

給料表は別添のとおり 
 
特殊勤務手当額表 

種類 金額 

感染症防疫作業手当 1件につき 1,000円 

死獣処理手当 1件につき 300円 

そ族昆虫駆除作業手当 1日 350円 

土木等現場作業手当 1日 250円 

災害応急作業手当 1件につき 800円 

特殊自動車運転業務手当 1日 150円 

 
 
２ 基本的な考え方 
  今後の見直しに向けた基本的な考え方等 
 技能労務職の給与が民間事業者の同種の職種に従事する者と比べ高い水準

になっていることを踏まえ、給与制度の見直しを図っていきます。また、職

員数については退職者の不補充を継続させながら職務の性格や内容を精査し

ていき、技能労務職場のあり方を検討していきます。   
 
３ 具体的な取組内容 
  今後予定している具体的な内容等 
これまでは、一般行政職と同様に各種手当の見直しや国に準じた給与構造

改革を行ってきました。具体的には、職務、職責を重視した国公準拠の給料

表への移行、わたり制度の是正、昇給時期の統一や枠外昇給の廃止、調整手

当（10%）を廃止し、新たに地域手当（3％）の導入など様々な取組みを行っ
てきました。 
今後は、これまでの取組みは継続しながら職種区分に応じた給料表の導入

と職員の職種変更制度の創設を行ってまいります。  
 

 
 
 

この取組方針は、平成 19年 7月 6日付、総行給第 61号及び総財公代 97号に
て、総務省自治行政局公務員部長及び総務省大臣官房長官（公営企業担当）から

の通知のあった「技能労務職員等の給与等の総合的な点検の実施について」に基

づき、公表しています。 


